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改 正 後 改 正 前

（公印 使用）

第 条 公印 使用 者 、決裁済 起案

書又 代 書類 、押印 文書 添

管守者 呈示 、審査 受 後押印

。

前項 審査 、同項 手続 了

審査 、事案 内容 及 。

第 条 公印 、白紙 他不備 文書 押印

。

（公文 記号及 番号）

第 条 公文 、次 各号 記号及 番号 付

（公印 使用）

第 条 公印 使用 者 、管守者 指定

場所 公印 押印 。

第 条 公印 、適正 作成 施行文書以外

押印 。
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◇ 鳥取県監査委員事務局処務規程 一部 改正 訓令（ ）……………………………………

鳥取県監査委員事務局処務規程 一部 改正 訓令 次 定 。

平成 年 月 日

鳥取県代表監査委員 石 差 英 旺

鳥取県監査委員事務局処務規程 一部 改正 訓令

鳥取県監査委員事務局処務規程（昭和 年鳥取県代表監査委員訓令第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中項 表示 下線 引 項（以下「削除項」 。） 削 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（削除項 除 。以下「改正部分」 。） 対応 同表 改

正後 欄中下線 引 部分（以下「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正

後部分 改 、改正部分 対応 改正後部分 存在 場合 、当該改正部分 削 、改正後部分 対応

改正部分 存在 場合 、当該改正後部分 加 。
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けなければならない

び

は の を し を

けること

の い

の その の いに し

ては の の による

を けなければならない

び

は を けること

の い

の その の いに

しては に めるもののほか の の に

よる

。

（ ）及 （ ） 略

（ ） 往復文書 、「監委」 記号 冠 、番号 付

。

（文書 取扱 ）

第 条 文書 受付、処理、施行 他 取扱 関

、知事 事務部局 例 。

番号 付 。

（ ）及 （ ） 略

（ ） 往復文書 、番号 付 。

（文書等 取扱 ）

第 条 文書等 受付、処理、施行 他 取扱 関

、別 定 知事 事務部局 例

。
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古紙配合率 ％再生紙 使用100 を しています
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附 則

訓令 、平成 年 月 日 施行 。この は から する17 ４ ５


